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農 林 水 産 大 臣 賞 受 賞
やれることは全部やる

受賞者 NPO法人太平山南山麓友の会
ほ う じ ん お お ひ ら さ ん みなみ さ ん ろ く と も か い

（栃木県 栃木市）
とち ぎ けんとち ぎ し

■ 地域の沿革と概要

栃木県栃木市は、東京から約70㎞、総

面積331.57km2、人口約164,000人 （平成

26年４月現在）で、栃木県の南部に位置

し、茨城、栃木、群馬、埼玉の４県の県

境が接する地域である。

地勢としては、西に三毳山、太平山、
み か も や ま お お ひ ら さ ん

南には渡良瀬遊水地などのシンボル的な
わ た ら せ ゆ う す い ち

自然景観と、渡良瀬川、思川などの豊か
わ た ら せ が わ おもいがわ

な水資源を有している。また、北東部か

ら南東部にかけては関東平野に連なる平

坦地が広がり、県内有数の農業地帯でも

ある。

■ むらづくりの概要

１．地区の特色

大平町西山田地区は、栃木市のほ
お お ひ ら ま ち に し や ま だ

ぼ中央に位置し、気候は年間を通じて

温暖で晴天率が高い。

大平町南東部の平坦地では米・麦・

大豆の生産が盛んである一方、太平山

系の南山麓に位置する西山田地区は観

光農園が集積する北関東最大規模の

「大平ぶどう団地」が形成され、ぶど

うの収穫シーズンやハイキングシーズ

ンには多くの行楽客が訪れる。

２．むらづくりの基本的特徴

（１）むらづくりの動機、背景

ア 地域の賑わいと荒廃

西山田地区は、大中寺や清水寺等の仏閣を有する太平山南山麓に開け

第１表 地区の概要（西山田地区）

第１図 位置図

注：白地図KenMapの地図画像を編集

ＮＰＯ法人
太平山南山麓友の会
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た地区であり、古くから住民の

結び付きが強く、伝統と賑わい
にぎ

のある地域であった。戦後、大

平町の平野部が基盤整備に伴っ

て発展する一方、西山田地区は

整地が遅れ、大平町の「３大へ

き地」に数えられるようになっ

た。

昭和40年代から始まった土地

改良事業により広域農道が横断

し、圃場の整備や灌漑施設の設置が実施された。その後、大規模なぶど
ほ か ん が い

う団地が形成され、多くの行楽客が訪れるようになり賑わいが戻ってき

た。しかし、地域の賑わいはそう長くは続かず、景気の停滞は客足に直

結し、農家の収入は減少していった。自然豊かな集落だが、若者は都市

に働きに出るようになり、過疎化、高齢化により地域の行事は行われず、

山野は荒れ、伝統は忘れられていった。

この姿に「３大へき地」を覚えている者たちは、子供たちに何を残し

てやれるのだろうか、と疑問を持ち始めた。

イ 藤野義之さんと仲間たちの決意

このような状況に危機感を持った有志は今まで集まって何か行動を起

こすことはなかったが、町が作った第２公民館の庭が殺風景だったため

に庭石の運び入れや桜の植栽を行った。このことをきっかけに、西山田

地区のあるべき姿を語り合うようになった。有志の中でリーダー的存在

である藤野義之氏、藤野氏の思いに心打たれた現理事長の小林明彦氏や

現副理事長の本橋亮成氏は、西山田地区に来た嫁が「この土地に来て良

かった」と思える地域にしたい、子供たちに太平山の美しい自然を残し

たいと決意した。

そうして藤野氏たちは、平成15年に西山田地区３自治会に呼びかけ、

荒れた山野の再生に取り組み始め、子供たちに伝統ある太平山の美しい

自然を残そうという思いは、住民の結び付きの再生にもつながっていっ

た。

ウ 現在の活動母体であるＮＰＯ法人太平山南山麓友の会の立ち上げ

平成17年に「西山田地域活性化研究会」を発足させ、「ケガと弁当は

自分持ち」の緑化・美化ボランティア活動を開始した。そのような折、

大平町では勤労者屋外活動施設「かかしの里」の管理を住民に任せるこ

とが検討され、西山田地域活性化研究会が受託することとなった。その

後、平成19年８月に、「美しい自然を将来に残そう」をスローガンに大

平町認証第１号となる「ＮＰＯ法人太平山南山麓友の会」（以下「南山

写真１ 太平山から望む西山田地区
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麓友の会」という。）を発足し、初代理事長には満場一致で藤野義之氏

が就任した。

こうして、南山麓友の会による太平山南山麓の緑化・美化、史跡や自

然環境の保護、農産物のオーナー制度等の取組がスタートした。

エ 南山麓友の会の新たな体制と挑戦

２代目会長を引き継いだ小林明彦氏は、多くの人を西山田地区に迎え

入れて地域経済を活性化させるため、大平町観光ぶどう園協議会事務局

を引き受けて観光農園のＰＲや接客マナーの向上に取り組んだ。さらに、

ぶどうのオフシーズンにも西山田地区へ気軽に遊びに来てもらえるよう

太平山南山麓をフィールドとしたイベントやトレッキングにも力を入れ

ている。

南山麓友の会の取組は地域全体に伝わり、自分でできることは行政に

頼らず自ら行動することが当たり前となり、困ったときは南山麓友の会

に相談するようになっていった。単なる便利屋ではなく、共に行動して

くれる地域の相談役、それが南山麓友の会である。

（２）むらづくりの推進体制

ア 組織体制

南山麓友の会は、現在の会員数は60名、理事８名（理事長１名、副理

事長３名、理事４名）のうち２名が女性であり、前述のかかしの里に事

務局を置いて活動を行っている。

設立当初は、藤野理事長が一人で各種取組を管理していたが、事業が

増えるに従って全てを管理することが困難になってきたこと。このこと

から、各種取組を担当する組織として部を設置し、それらの部に責任者

を配置している。平成21年の総会で理事長が交代した際に、まずは農地

部・緑化部・花部、オーナー制度部、イベント部を立ち上げ、後にトレ

ッキング部を立ち上げた。

総会 理 事 会 農地部・緑化部・花部

・理 事 長 トレッキング部

・副理事長 オーナー制度部

監事 ・理 事 イベント部

イ 各部の活動内容

① 農地部・緑化部・花部（12名）

大中寺・清水寺の森、西山田林道・保全林の整備、太平山南山麓の

花の植栽など、地域の美化活動や農地の保全活動を実施。南山麓友の

会のスローガンを具現化するために設置された組織。
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② トレッキング部（15名）

ハイキングコースの整備のほか、毎年、春と秋に「太平山系トレッ

キング」を開催。また随時ガイドを行うなど、太平山の自然や地域の

歴史等についてガイドを行う組織。

③ オーナー制度部（11名）

７つの農業体験「おおひらの七富賜技体験」を３月から11月にか
なな ふ し ぎ

けて実施し、都市住民との交流を行う組織。

④ イベント部（15名）

８月末に「おおひらぶどうまつり」、春の「万本桜を観る会」を開

催する組織。これらのお祭りは、地域の女性会や栃木県シルバー大学

校南校の協力を得ながら、住民の力だけで開催している。
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ウ 南山麓友の会をハブとするネットワーク

① 連携団体

② 行政
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エ 会員の経験や趣味を生かし、楽しく活動を展開

障害を持った会員が自分の特技を生かして南山麓友の会のホームペー

ジの運営を担当しているほか、会員個人の経験や趣味、特技を生かした

写真やトレッキングなどについても、会員自身が楽しみながら活動を行

っている。

また、都市部在住の若者１名がイベント等を通じて南山麓友の会会員

となり、就農を志して耕作放棄地を借り受け、ブルーベリー栽培に取り

組んでいる。今では新たな農地を買い求め、西洋野菜とワイン用ぶどう

の栽培など規模拡大を図っており、今後が期待される。

さらに、太平山の景観や自然に魅せられて県外から活動に通う会員も

おり、様々な人々が集って活動している。

オ 女性の活躍

女性会員は、地元２名（うち１名ぶどう農家、１名非農家）、地区外

１名の計３名であり、地区外の女性を含めた２名が理事として活躍して

いる。地区外の女性はオーナー制度の元参加者であったが南山麓友の会

の取組そのものに魅了され、自ら会員となり奮闘している。

ジャム・お菓子づくり教室の開催やイベントでの案内・出店などにお

第２図 むらづくり推進体制図
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いて、女性の活躍はめざましく、車社会の当地区ではイベントの開始時

間を気にすることはなかったが、電車の時間に考慮して開始時間を設定

するよう提案するなど、繊細な感覚で各種企画の磨き上げを行っている。

■ むらづくりの特色と優秀性

１．むらづくりの性格

南山麓友の会は「来訪者を温かく迎えるまちづくりと地域経済の発展に寄

与する」ことを目標と定めており、環境美化活動やトレッキングガイドサー

ビス、農業体験オーナー制度などはそうした思いを実現する手法となってい

る。取組の結果として、地域内への来訪者やぶどう狩りへの参加者が増加し、

観光ぶどう園の多くで後継者が育つなど、南山麓友の会の取組が地域農業の

大きな支えになっている。

そのエネルギーは、なんといっても「地域の絆と、地域を自分たちの力で

守っていこうという意欲」である。地域自らが立ち上がり、地域の美化活動

等から始まった取組が、交流イベントやオーナー制度など都市農村交流の取

組につながっていったことは、地域資源を生かした農村活性化のモデルとな

るものである。

また、自ら行動する南山麓友の会の取組は地域全体の共感を得ており、行

政に頼らずに「自分でできることは自らやろう」という意識が地域に定着し

ている。

２．農業生産面における特徴

（１）ぶどうまつり復活による農業・農村の理解促進

「ぶどうまつり」は大平町の代表的な

行事であったが、地元でのトラブルが原

因で開かれなくなっていた。平成19年、

ぶどう農家からの要望もあり、８年間途

絶えていたぶどうまつりを南山麓友の会

と地域が連携して復活した。ぶどうまつ

りの開催に当たっては、行政の直接的な

支援を受けておらず、そのことが会員や

住民たちの大きな自信につながってい

る。

また、平成21年から事務局を担っている大平町観光ぶどう園協議会の取

組として、都市住民を対象としてぶどうの袋かけ体験や収穫体験、地元女

性組織との協力によるジャムやお菓子作り体験を実施している。

（２）ぶどう狩りツアー開催による地元農家の収入向上

平成25年度はツアー企画会社と連携し、新たなぶどう狩りツアーにも力

を入れた。ツアー拠点のかかしの里では、農産物の直売が好評で売上げが

写真２ ぶどうまつりの様子
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増加し、農家の収入も向上しているため、ツアー継続の期待が高まってい

る。

地域や団体との連携により観光案内や商

業ベースのＰＲが迅速かつ効果的に行わ

れ、観光ぶどう園の来場者数は平成18年の

121,700名から平成25年には164,600名に拡

大し、ぶどう農家の生産意欲の向上を始

め、地域農業の振興にも大きく貢献してい

る。

また、その結果として、観光ぶどう園の

多くで後継者が育っている。

（３）ぶどうの６次化による地域ブランド力の向上

ぶどうを素材とした加工品の製造・販

売が行われ、大平のぶどうという商品ブ

ランド力が向上しつつあり、農家の生産

・販売意欲も高まっている。

現在、栃木県足利市においてワイン製

造と販売を行うココ・ファーム・ワイナ

リーへの供給を基本としてワイン用品種

の栽培にも取り組み、高齢者の収入源と

写真３ ぶどう狩りの様子

第２表 大平町西山田地区における観光ぶどう園の来客数の推移

写真４ ジャム作りの様子
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して期待される。南山麓友の会は、将来的には自前のワイナリーを整備し、

大平ブランドのワインを提供していくこととしている。

（４）鳥獣被害対策

近年、地区内のぶどう園において、ハクビシンによる食害やイノシシに

よる根の掘り起こしなどの鳥獣被害が見られるようになってきた。現時点

での被害額は大きくないが、南山麓友の会会員自らが鳥獣管理士の資格を

取得し、被害防止に向けて状況調査や農家に対する研修・指導を行ってい

る。山中の被害はトレッキング部メンバーが山を点検することで素早い対

応が可能であり、きめ細やかな活動は地元農家や来訪者からも喜ばれてい

る。

また、宇都宮大学農学部附属里山科学センターと連携し、鳥獣管理士を

目指す後進の育成にも協力している。

３．生活・環境整備面における特徴

（１）里山の荒廃を防ぎ豊かな自然を確保する地道な手入れ

南山麓友の会は、平成15年以降、

○ 太平山南山麓の樹木の伐採や片付け、

桜や椿の苗木植え付けや刈り込み、遊歩

道の管理

○ 大中寺等の寺社仏閣周辺の清掃

○ かかしの里周辺の草刈り、花菖蒲やロ

ウバイの植栽、アジサイの剪定

○ ホタルの里の保全

など、地域全体に渡る広範囲で多様な環境美化・緑化活動に取り組んでい

る。

（２）来場者にも喜ばれる会員手作りの環境美化活動

南山麓友の会の会員は、ハイキングコースに案内標識を24か所、山頂標

識を２か所、「かかしの里」周辺や太平山山中にはいすやテーブルを多数

設置し、来訪者に安心を提供している。これらは全て廃材を利用し、会員

が手作りしたものである。そのほか、週に１回以上の枯れ枝処理や下草刈

り、倒木の片付けなど、コースの環境美化も行っている。

また、清水寺近くには会員手作りによる総ヒノキ造り・竹屋根のあずま

やがあり、西山田地区の田園風景が一望できるため、来訪者にとっての良

い休憩所になっている。

（３）ボランティアによるトレッキングガイドサービス

地域の魅力を知ってもらおうと、南山麓友の会会員は、地域の自然や史

跡・名所について無料ガイドを行っている。春と秋に開催する太平山系ト

写真５ 伐採の様子
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レッキングには毎回30名程が参加し、リピーターも増えている。平成26年

度には新たなコースを開発し、リピーターを飽きさせない工夫も行ってい

る。

（４）耕作放棄地の解消とホタルが飛ぶ自然環境の回復

南山麓友の会は、環境保全会と連携し、3.6haの耕作放棄地を再生して

いる。

また、再びホタルが飛び交うような川の流れを取り戻すため、コンクリ

ート側溝の堀さらいを行う際に、あえて砂利や泥を少し残したり、生態系

保全に適した草刈り時期を検討したりするなど、ホタルの餌となるカワニ

ナが生息できる環境づくりを進めている。自治会には洗剤を流さないよう

声かけしたり、川の清掃活動に取り組んだりした結果、最近ではホタルの

飛ぶ姿が見られるようになった。

（５）オーナー制度による耕作放棄地対策と都市農村交流

平成19年、耕作放棄地を活用して都市農

村交流を進めるため、オーナー制度の導入

に踏み切った。南山麓友の会は、オーナー

制度を西山田地区オリジナルの特徴的で面

白い取組とするため「大中寺の七不思議」

になぞらえて７つの作物を収穫できる「お

おひらの七富賜技体験」を考案・実施し
なな ふ し ぎ

ており、0.6haの耕作放棄地が活用され

ている。

オーナー制度は、ジャガイモや大根の植付け・収穫など、近隣農家や農

業団体の協力を得て、年間を通して７つの農業体験と旬の味覚を楽しめる

内容となっている。また、南山麓友の会は農作物が不作の時に備え、代替

品目を１、２品用意するなどの配慮もしている。

オーナー制度の料金は、１組（２名分）当たり年間15,000円に設定して

おり、３人目以降は食事代の追加のみで参加できる。平成26年度は、23組

がオーナーとなる予定であり、小学生を持つ家族の割合が高い。

オーナー制度による利益は少ないものの、南山麓友の会の重要な収入源

となっている。また、南山麓友の会は、参加するオーナーが末永く西山田

地区を愛し、応援団となってくれることに期待を寄せている。

（６）新たな都市農村交流の検討

南山麓友の会は、年々増加するハイキング客の地域内回遊を促進し、地

域経済を活性化していく仕組みを検討しており、西山田地区ならではのグ

リーンツーリズムの展開もその一つである。

西山田地区の環境に触れることによって、大平のファンとなる人も増え

写真６ 体験の様子



- 11 -

ており、地区内への来訪者は平成18年の334,700名から平成25年には

422,808名に拡大している。西山田地区は来訪者の増加で経済が潤い、来

訪者は地域住民との交流により心が潤っている。

（７）地域の元気とやすらぎの空間

南山麓友の会が常駐するかかしの里は、地域内外の人が気軽に立ち寄る

コミュニティの場でもあり、集まれば話が始まり、そこで新しいアイデア

が生まれ、新たな活動への一歩となるなど、地域の元気や訪れる人々のや

すらぎにつながっている。


